
合併公告 

令和５年１月２３日 

債権者各位 

東京都江戸川区中央一丁目 2 番１８号 

一般社団法人江戸川北青色申告会 

代表理事 小原 忠一 

 

 当法人は、合併により一般社団法人江戸川南青色申告会（主たる事務所：東京都江戸

川区中葛西四丁目１９番８号）の権利義務全部を承継して存続し一般社団法人江戸川南

青色申告会は解散することにいたしましたので公告します。 

 効力発生日は令和５年４月１日であり、両法人の社員総会の承認決議は、当法人につ

いては令和４年５月２６日、一般社団法人江戸川南青色申告会については令和４年５月

１７日に終了しております。 

 また、この合併に伴い、当法人は、その名称を一般社団法人えどがわ青色申告会と変

更します。 

 この合併に対し異議のある債権者は、本公告掲載の翌日から１箇月以内にお申し出下

さい。 

一般社団法人及び一般財団法人に関する法律の規定に基づき公告いたします。 

 なお、各法人の最終の貸借対照表の開示状況は次のとおりです。 

 （当法人） 

http://edokita-aoiro.org 

 （一般社団法人江戸川南青色申告会） 

 下記のとおり 

 

 

 

 

 

 

 

 

本件に関するお問い合わせ先 ： 事務局 大久保、坂本 

         電話番号 ： ０３－３６５６－０６２１ 

敬具  

http://edokita-aoiro.org/

